
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

  

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

銃
砲
等
の
所
持
の
あ
お
り
又
は
唆
し
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
関
連
す
る
情
報
が
多
数
存
在
し
て
い
る
現
状

を
踏
ま
え
、
サ
イ
バ
ー
パ
ト
ロ
ー
ル
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
Ａ
Ｉ
等
の
先
端
技
術
を
活
用
し
、
悪
質
性
の
高
い
行
為
を
重

点
的
に
取
り
締
ま
る
こ
と
。
そ
の
際
、
不
必
要
な
検
閲
強
化
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
運
用
に
は
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。
ま
た
、

海
外
か
ら
の
有
害
な
情
報
発
信
に
も
対
応
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
外
国
の
捜
査
機
関
を
始
め

と
し
た
関
係
機
関
と
の
緊
密
な
連
携
を
図
る
こ
と
。 

 

二 

既
に
販
売
、
譲
渡
又
は
製
造
さ
れ
た
電
磁
石
銃
の
国
内
に
お
け
る
流
通
・
所
持
の
状
況
に
つ
い
て
把
握
に
努
め
る
と
と
も

に
、
本
改
正
に
よ
り
電
磁
石
銃
が
新
た
に
規
制
対
象
と
な
る
こ
と
に
鑑
み
、
規
制
の
内
容
に
つ
い
て
、
広
く
国
民
に
対
し
周

知
徹
底
を
図
る
こ
と
。 

 

三 

ハ
ー
フ
ラ
イ
フ
ル
銃
の
所
持
許
可
に
係
る
規
制
の
強
化
に
つ
い
て
は
、
有
害
鳥
獣
の
駆
除
等
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
が
な

い
よ
う
、
許
可
要
件
に
関
し
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
柔
軟
な
運
用
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
各
都
道
府
県
警
察
に
対
し
適
切

に
指
導
・
助
言
を
行
う
こ
と
。 

 

令

和
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会 
 



四 

ク
マ
類
な
ど
の
野
生
鳥
獣
に
よ
る
事
業
被
害
へ
の
対
応
等
に
長
期
的
か
つ
継
続
的
に
取
り
組
む
必
要
性
に
鑑
み
、
事
業
被

害
防
止
の
た
め
獣
類
の
捕
獲
を
必
要
と
す
る
者
に
対
す
る
ハ
ー
フ
ラ
イ
フ
ル
銃
の
所
持
許
可
に
係
る
特
例
措
置
に
つ
い
て
は

期
限
を
設
け
な
い
こ
と
。
ま
た
、
当
該
所
持
許
可
を
迅
速
か
つ
円
滑
に
受
け
ら
れ
る
運
用
と
な
る
よ
う
、
有
識
者
及
び
関
係

者
の
意
見
を
聴
き
つ
つ
、
必
要
に
応
じ
て
見
直
し
を
検
討
す
る
こ
と
。 

 

五 

銃
砲
・
弾
薬
の
管
理
に
つ
い
て
、
保
管
委
託
の
実
態
を
調
査
し
、
第
三
者
に
よ
る
管
理
の
在
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
。 

 

六 

猟
銃
等
の
所
持
許
可
を
受
け
た
者
に
対
す
る
教
育
・
啓
発
の
機
会
を
充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、
報
告
徴
収
、
検
査
、
公
務

所
等
へ
の
照
会
等
の
的
確
な
実
施
に
よ
り
不
適
格
な
者
を
把
握
し
、
所
持
許
可
の
取
消
し
等
の
適
切
な
対
応
を
行
う
な
ど
、

猟
銃
等
が
悪
用
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

七 

農
林
水
産
業
に
加
え
、
人
の
生
活
圏
で
の
野
生
鳥
獣
に
よ
る
被
害
が
増
え
て
い
る
中
、
猟
友
会
等
に
お
け
る
有
害
鳥
獣
駆

除
の
担
い
手
の
高
齢
化
が
深
刻
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
広
域
的
な
管
理
や
大
量
出
没
に
も
対
応
で
き
る
よ
う
、
有
害
鳥
獣
駆

除
の
担
い
手
の
育
成
・
確
保
を
図
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


